
児童館では、児童の健やかな成長を願い、

将来への社会的・精神的な自立に向けて、

自主的に行動できるように支援していきます。そのために、

☆自分を大切にする子 ☆他人（ひと）を大切にする子 ☆物を大切にする子

の育成をめざして活動します。

令和６年度

富田林市立児童館 小学生活動

ひまわりコース

利用の手引き

でんわ ☎

0721-25-0666

0721-25-0623

両方の番号を使用します

富田林市立児童館

〒584-0024 富田林市若松町1-7-47

この手引きは

1年間大切に保管してください

メール 📩

jidoukan@city.tondabayashi.lg.jp

←メールアドレス表示



小学生活動について(ひまわりコース)

< 登録対象 >

富田林市内に在住する小学1年生～4年生で、行き帰りの安全が確保できる児童。

ただし、各小学校の学童クラブに入会予定の児童は除きます。

＜利用料・諸費＞

・ 利用料は無料です。 ただし活動によっては、参加費が必要な場合があります。

・ 諸費として、保険料の一部負担と雑費、１人４００円が、登録時に必要です。

< 活動日・活動時間 >

○月曜日～金曜日

・ 放課後～午後5時

・ 午前9時～午後5時(長期休み・小学校代休日)

○土曜日

午前9時～午後4時

< 活動休み >

< 給食について >

・ 土曜日及び長期休み(春・夏・冬)に給食を利用することが出来ます。

・ 給食は1食３００円です。(減免制度あり。別紙参照)

・ 給食を利用される場合は、前月10日頃に配布する申込書と給食代を添えて、期限

内にお申し込みください。

・ 始業式・終業式・終了式・学校代休日・短縮授業日は児童館の給食はありません。

・ 災害や台風などにより、活動が中止となった場合、学級閉鎖等により来館できない

場合は給食代を返金いたします。

お盆

年末年始

その他

8月1３日(火) ・ 14日(水)

12月29日(日)～翌年1月3日(金)

日曜日、国民の祝日に関する

法律規定する休日

…

…

…

〈１日のスケジュール〉

9：30 朝の会 (参加者確認)

活動

12:00 昼食

13：00 活動

16：50 終わりの会

(土曜日は15：50）

17：00 退館

(土曜日は16:00)

①

スポーツ・工作・自由遊び・館外活動・地域のイベント参加

絵本タイム・学習・レクリエーション・季節のイベント・清掃活動など

活動内容



ひまわりコースのルール

行き帰りについて
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もちもの・服装について

②
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保護者の方へ

・ 早退する場合は、必ず保護者の方が連絡をしてください。

・ 給食を申し込んでいる、来館予定表を提出している、申し込み制の活動等に参加が決

まっている方でお休みする場合は、ご連絡ください。

・ 新堂小学校、富田林小学校以外から来館する児童は、必ず各家庭で送迎を行ってく

ださい。

・ 児童の来館途中、退館途中の怪我、事故等については各家庭の責任で対応してくだ

さい。

・ 来館してから児童が食べ物を買いに出ることは、事故防止のため禁止しています。昼

食の購入は、来館前にお願いします。

・ 窓ガラス、備品などを破損した場合、実費弁償していただきます。

・ 引越し等で利用できなくなる場合は「登録抹消依頼書」、登録の途中で学童クラブに

入会するなどであおぞらコースに変更する場合は、「登録コース変更依頼書」を提出

してください。ただし、諸費の返金はありません。

・ 集団生活を乱し、児童館活動に支障をきたしたとき、登録を抹消していただくことがあ

ります。

③

メールアドレスの登録について

児童館だより配布時や、昼食の必要な日、災害時の対応、イベントのお知らせなどをメールで

お送りしています。また、メールでお休み、早退などの連絡をお送りいただけます。

メールアドレスの登録に、ご協力をお願いします。

小学生活動に登録された児童の保護者の皆様へ、

メールアドレスの登録をお願いしております。

① 右の二次元コードで児童館のアドレスを読み込む。

または下記アドレスを送信先に入力する。

jidoukan@city.tondabayashi.lg.jp

② 件名に保護者氏名、児童名を入力し、送信する。

登録方法



メールでのお休み・遅刻・早退連絡について

お休み、遅刻、早退の連絡を

メールでも受け付けます。（当日分）

④

《お休み・遅刻の連絡が必要な場合》

・ 給食を申し込んでいる、来館予定表を提出している、申し込み制の活動等に参加する場合。

《注意事項》

・ メールアドレスの登録をおこなってください。（３ページ参照）

・ 登録したアドレスで、送信してください。（他のアドレスからのメールは、受け付けることがで

きません。）

・ お休み等をする当日の、児童館指定の受け付け時間内に送ってください。その時間以外の

メールは、受付できません。

・ 緊急を要する場合、各種感染症に関する場合は、電話で連絡してください。

・ お休み、遅刻・早退以外の内容（質問等）は、送らないでください。

《メール受付時間》

当日午前0時 ～ 午前9時30分

9時30分以降の連絡は、電話または連絡ノートにてお願いします。

※受付完了のメール等はお送りしません。

《送信の仕方》

①件名に「児童氏名」を入力。

きょうだい同時の場合は、それぞれの児童氏名を入力。

②本文に「お休み」、「遅刻・時間」、

「早退・時間」を入力。

宛先：児童館

Cc/Bcc 差出人

件名：児童館たろう

本日お休みします



⑤

台風時の対応について

対象は、富田林市に暴風警報 または大雨・洪水警報 が発令された場合です。

◎ 学校登校日の場合

時間 警報発令中 警報解除

９:00現在 自宅待機 弁当持参で来館可能

９:00過ぎ～正午 自宅待機
自宅で昼食を済ませ、
午後1時～来館可能

正午過ぎ～下校前 活動休み

下校後～活動終了時間
警報が発令された場合、その時刻から活動中止。

お迎えをお願いします。

◎ 学校休校日(土曜日、長期休み、代休)の 来館前 の場合

時間 警報発令中 警報解除

8:30現在
自宅待機
(給食なし)

来館時の安全のが確保できる場合、

来館可能(給食あり)

8:30過ぎ～正午
自宅待機
(給食なし)

自宅で昼食を済ませ、
来館時の安全が確保できる場合、

午後1時～来館可能(給食なし)

正午を過ぎてからも警報が発令されている場合、活動休み。

◎ 学校休校日(土曜日、長期休み、代休)の 活動中 の場合

時間 警報が発令された場合

9:00～正午
その時刻から活動中止、昼食を食べません。

お迎えをお願いします。

正午すぎ～
活動終了時間

昼食を済ませてから、活動中止。
お迎えをお願いします。



伝染病やインフルエンザの対応について

伝染病等に感染した場合は、必ず児童館まで連絡し、全快するまで休ませてください。

小学校 学校閉鎖 学年・学級閉鎖 出席停止

児童館
該当学校は
来館停止

該当学年・学級は
来館停止

該当児童は
来館停止

◎学校閉鎖等 になった場合

◎ インフルエンザ による出席停止期間について

発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで休ませてください。

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

来館可能

☆発症後2日目に解熱した場合

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症後
7日目

発症 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

来館可能

☆発症後4日目に解熱した場合

⑥

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

来館可能

◎新型コロナウイルス による出席停止期間について

発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで休ませてください。

☆発症後2日目に解熱した場合

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
1日目

来館可能

☆発症後４日目に解熱した場合



伝染病やインフルエンザの対応について

伝染病等に感染した場合は、必ず児童館まで連絡し、全快するまで休ませてください。

小学校 学校閉鎖 学年・学級閉鎖 出席停止

児童館
該当学校は
来館停止

該当学年・学級は
来館停止

該当児童は
来館停止

◎学校閉鎖等 になった場合

◎ インフルエンザ による出席停止期間について

発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで休ませてください。

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

来館可能

☆発症後2日目に解熱した場合

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症後
7日目

発症 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

来館可能

☆発症後4日目に解熱した場合

⑥

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

来館可能

◎新型コロナウイルス による出席停止期間について

発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで休ませてください。

☆発症後2日目に解熱した場合

発症日
発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後
1日目

来館可能

☆発症後４日目に解熱した場合



キリン堂 くるみ薬局

りそな
 

児童館

多

文

化

共

生

人

権

プ

ラ

ザ

消防分団

◎ ⇆

Ｐ

◎中央公民館・図書館

線 ◎
〒

三井住友

状 みどり

保育園
(旧)人権文

化センター

ファ ミリー

マート

◎

◎ ◎
マンション
(市営住宅)

関西

スーパー
新堂診療所

近
鉄
長
野
線

環
有料Ｐ

広場
◎

至　大阪阿部野 ◎新堂小学校 Ｎ

◎
富田林税務署

林
田
富

児童館

駅方向一方通行

昭和町2

昭和町北

若松町２

本町

本町北

緑ヶ丘 若松町５

児童館
駐車場

⑦

地震が発生したとき

震度5以上 の地震が発生したときは、活動休みとなります。

《自宅と児童館までの往復路で地震が発生した場合》

自宅、又はその他安全な場所へ移動してください。

《来館中に地震が発生した場合》

・ 児童館職員と、安全な場所に避難します。

・ 状況により、活動を続けるか中止するかを判断します。

活動が中止となった場合は、連絡いたします。連絡があった場合は、近隣の安全を確認し、

至急児童を迎えにきてください。

※その他、雷や豪雨を含め、来館に危険が生じる状況が発生した場合は、各ご家庭の判断で

来館を見合わせてください。

避難場所

児童館

若松町一丁目７番４７号

0721-25-0666

災害等の発生時、来館者
は、最終、緑のフェンスで
囲われた広場に集まりま
す。

団地



傷害・賠償責任保険について

保険契約の内容

・ 傷害保険請求の手続きは完治してからになります。治療が完了しましたら、指導員

に申し出てください。なお、完治するまでの医療費については、保護者負担でお願

いします。

・ (通院)日額1,000円の保険ですので、治療費が全額補償されるわけではありませ

ん。

・ 来館中における傷害、病気等の応急処置は児童館で行いますが、同時に保護者の

方へも連絡しますので、その後の通院や看護は保護者がおこなってください。

・ 傷害・賠償責任保険料の一部を負担していただいています。（諸費に含む）

☆児童館小学生育成事業管理下個人賠償責任保険
児童館小学生育成事業開設中に児童の行為で偶然に、その他児童および第三者
に身体障害・財物損壊を与えた場合、法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害を補償します（但し、児童館設備や備品は対象外です）。

身体障害 １，０００万円（免責０円）
財物損壊 １，０００万円（免責０円）

☆普通傷害保険
児童館の施設内や自宅と児童館までの通常の往復経路途上において発生した偶
然の事故により、児童が傷害を被った場合に支払われます。

死亡・後遺障害保険金 １５０万円
入院保険金（１８０日限度）１日につき2,000円
通院保険金（ ９０日限度）１日につき1,000円
※通院は事故日より180日以内の、その傷害による通院の日数に対して90日を限
度とする。

※事故の状況によっては保険金が支払われないこともありますのでご留意ください。
（例）被保険者の故意による事故、親子・兄弟など同居親族に対する損害賠償事
故等

⑧



児童館メイト

児童館は、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努め

なければならない」「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならな

い」という児童福祉法の理念に基づき、子どもの権利条約における、「生きる権利」・「守ら

れる権利」・「育つ権利」・「参加する権利」という包括的な権利を実現・確保し、「富田林市

人権行政推進基本計画」に基づいた事業を地域社会の中で展開する児童福祉施設です。

よって児童館はこれらの法、条約、計画をふまえ、同和問題や子どもの貧困問題、女性、障

がい者、高齢者、外国人等をめぐる人権課題の解決に向けて貢献し、関係機関や地域の

人々と共に子どもの健全育成に努めています。

児童館メイトは、「18歳未満のすべての子どもの遊び及び生活の援助と地域における子

育て支援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成する」という富田林市立児童館の設置

目的に賛同する児童・生徒の保護者、児童館活動のOB及びOG、児童館近隣地域の住民

等で構成される、児童館のバックアップチームです。

子どもが児童館活動に登録される保護者の方につきましては、情報交換の必要性からも

皆様にご登録いただくこととなっております。入会金や会費等は一切不要です。

全国的に子育てのための地域連携をされている「未来子育てネット」の活動に則して「親子

や世代間の交流・文化活動」「児童養育に関する研修活動」「児童事故防止のための活

動」「児童福祉の向上に寄与する活動」「児童館利用活動」の5つを活動の柱とします。

児童館メイトについて

⑨



令和６年度

児童館小学生育成事業 コースご案内

コースのご案内

ひまわりコース あおぞらコース

学童クラブとの併用 併用できません 併用できます

対象 小学1年生～4年生 小学1年生～6年生

児童の動き
保護者の連絡なしでは

早退できません

活動時間内は

出入り自由です

給食 利用できます 利用できません

送り迎え

新堂小学校

富田林小学校

以外の児童は

必要です

必要はありません

ただし行き帰りの

安全に配慮をお願いします

登録受付期間

※保護者の方が
お申し込みください

①1/10(水)～2/2０(火)

②4/６(土)～6/19(水)

③9/２(月)～3/２１(金)

※①の受付期間に登録完了さ

れた方は、４月１日より利用でき

ます。②③の受付期間に登録完

了された方は、翌日より利用で

きます。

令和６年1／１０（水）～

令和７年３／２９（土）

※令和６年３月３０日までに登

録完了された方は、４月１日よ

り利用できます。４月１日以降

に登録完了された方は、翌日

より利用できます。
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